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�愛媛県告示第６２号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

とのやまクリニック 西条市大町字弁財天７０３番地１ 医療法人雄大
理事長 殿山 勇次 精神通院医療 平成１９年

１月１日

三番町メンタルクリニック 松山市三番町四丁目４－９ 山内 克之 精神通院医療 平成１９年
１月１日

財団法人正光会広小路診療所 宇和島市堀端町１－１３ 財団法人正光会
理事長 渡部 三郎 精神通院医療 平成１９年

１月１日

キッズクリニック・パパ 西条市周布４８６－３ 福崎 良 精神通院医療 平成１９年
１月１日

あさひ薬局 今治市高部甲５２６－６ 有限会社あさひ調剤薬局
代表取締役 日浅 俊二

精神通院医療
（薬局）

平成１９年
１月１日

あさひ調剤薬局 西条市三津屋南９－４７ 有限会社あさひ調剤薬局
代表取締役 日浅 俊二

精神通院医療
（薬局）

平成１９年
１月１日

そがめ薬局大町店 西条市大町７７２－２ 有限会社テンタートル
代表取締役 十亀 浩

精神通院医療
（薬局）

平成１９年
１月１日

そがめ薬局壬生川店 西条市壬生川１２３－１ 有限会社テンタートル
代表取締役 十亀 浩

精神通院医療
（薬局）

平成１９年
１月１日

そがめ薬局上原店 新居浜市上原３－１－２９ 有限会社テンタートル
代表取締役 十亀 浩

精神通院医療
（薬局）

平成１９年
１月１日

そがめ薬局 西条市樋之口２２－７ 有限会社テンタートル
代表取締役 十亀 浩

精神通院医療
（薬局）

平成１９年
１月１日

すみれ調剤薬局 今治市石井町四丁目５－５０アイディヒ
ルズ１０２号

有限会社今治調剤グループ
代表取締役 山本 雄二

精神通院医療
（薬局）

平成１９年
１月１日

あい薬局西店 松山市松ノ木一丁目６－１５ 有限会社あい薬局
代表取締役 古川 清

精神通院医療
（薬局）

平成１９年
１月１日

あい薬局三津店 松山市石風呂町２－１１ 有限会社あい薬局
代表取締役 古川 清

精神通院医療
（薬局）

平成１９年
１月１日

あい薬局東店 東温市野田二丁目４８５－３ 有限会社あい薬局
代表取締役 古川 清

精神通院医療
（薬局）

平成１９年
１月１日

毎週（火・金）曜日発行 第１８２７号 平成１９年１月１６日

平成１９年１月１６日火曜日 第１８２７号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第６３号
愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程（昭和３６年１２月愛媛県告示第１０５１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、平成１８年１２月２０日以降利子補給承認される農業近代化資金について適用し、

同日前に利子補給承認された農業近代化資金については、なお従前の例による。

平成１９年１月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

あい薬局 東温市志津川１６４－１ 有限会社あい薬局
代表取締役 古川 清

精神通院医療
（薬局）

平成１９年
１月１日

あい薬局南店 松山市和泉南一丁目５－６ 有限会社きよし
代表取締役 古川 清

精神通院医療
（薬局）

平成１９年
１月１日

アルファーマ薬局 伊予郡松前町筒井９４７番地４ 株式会社アルファーマ薬局
代表取締役 門田 孝志

精神通院医療
（薬局）

平成１９年
１月１日

有津おかもと薬局 今治市伯方町有津甲２３３７－２ 有限会社岡本薬局
代表取締役 岡本 道周

精神通院医療
（薬局）

平成１９年
１月１日

エビスヤ薬局志津川店 東温市志津川１７１ 有限会社エビスヤ薬局
代表取締役 渡部 正太郎

精神通院医療
（薬局）

平成１９年
１月１日

エビスヤ薬局重信店 東温市志津川１７１ 有限会社エビスヤ薬局
代表取締役 渡部 正太郎

精神通院医療
（薬局）

平成１９年
１月１日

エビスヤ薬局 東温市北方２２０４ 有限会社エビスヤ薬局
代表取締役 渡部 正太郎

精神通院医療
（薬局）

平成１９年
１月１日

すずや薬局 西条市小松町新屋敷甲３５２－１ 伊藤 早苗 精神通院医療
（薬局）

平成１９年
１月１日

あかり調剤薬局 西条市円海寺１－２ 有限会社周桑調剤薬局
代表取締役 曽我部 紀行

精神通院医療
（薬局）

平成１９年
１月１日

エヒメ調剤薬局 今治市北高下町三丁目４の５ 有限会社アルファス
代表取締役 佐々木 啓行

精神通院医療
（薬局）

平成１９年
１月１日

あおぞら薬局 新居浜市南小松原町１３－３５ 株式会社サミット
代表取締役 香川 将章

精神通院医療
（薬局）

平成１９年
１月１日

れんげ堂薬局市役所前店 西条市周布３４８－８伊藤ビル１階 有限会社れんげ堂
代表取締役 曽我部 紀行

精神通院医療
（薬局）

平成１９年
１月１日

れんげ堂玉井薬局 西条市周布５９９－７、５９９－８ 有限会社れんげ堂
代表取締役 曽我部 紀行

精神通院医療
（薬局）

平成１９年
１月１日

駅前タネダ薬局 四国中央市三島中央三丁目６－４ 種田 為典 精神通院医療
（薬局）

平成１９年
１月１日

真成堂ニューセンチュリー薬局 西条市玉津５８３番地５ 有限会社真成堂
代表取締役 坂上 譲二

精神通院医療
（薬局）

平成１９年
１月１日

真成堂セリ薬局 西条市大町７０３番地３ 有限会社真成堂
代表取締役 坂上 譲二

精神通院医療
（薬局）

平成１９年
１月１日

有限会社アサイ薬局 今治市旭町一丁目２－４ 有限会社アサイ薬局
取締役 浅井 健治

精神通院医療
（薬局）

平成１９年
１月１日

なつ薬局 松山市千舟町三丁目１－４ 岩井 眞知 精神通院医療
（薬局）

平成１９年
１月１日

サン薬局 今治市常盤町八丁目３－６ 安見 勝文 精神通院医療
（薬局）

平成１９年
１月１日

もり薬局 今治市常盤町五丁目２－２３ 有限会社もり薬局
代表取締役 石川 由香里

精神通院医療
（薬局）

平成１９年
１月１日

おぐに薬局大西店 今治市大西町紺原甲８２６－１ 株式会社おぐに
代表取締役 三浦 稔

精神通院医療
（薬局）

平成１９年
１月１日

あすか調剤薬局 松山市西垣生町４７５番地３ 有限会社アルファス
代表取締役 佐々木 啓行

精神通院医療
（薬局）

平成１９年
１月１日

愛 媛 県 報平成１９年１月１６日 第１８２７号
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�愛媛県告示第６４号
次の区域及び区分の特定第２号漁業者の同意は漁業災害補償法（昭

和３９年法律第１５８号）第１０８条第２項に規定する要件に適合すると

認めるので、同条第５項において準用する同法第１０５条の２第４項

の規定に基づき、次のとおり公示する。

平成１９年１月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

農業近代化資金

の種類

利子補給率 農業近代化資金

の種類

利子補給率

法第２条第２

項第１号、第

２号及び第４

号に掲げる融

資機関が同条

第１項第１号

に掲げる者に

貸し付ける場

合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第４号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

法第２条第２

項第１号、第

２号及び第４

号に掲げる融

資機関が同条

第１項第１号

に掲げる者に

貸し付ける場

合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第４号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

１ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要 す る 資 金

（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

年１分２厘５

毛

年１分２厘５

毛

年５厘５毛 １ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要 す る 資 金

（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

年１分２厘５

毛

年１分２厘５

毛

年４厘

２～７ 省略 ２～７ 省略

�愛媛県告示第６５号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１０条の規定に基づき、平成１９年１月１日次のように共同漁業及び区画漁業を免許した。

平成１９年１月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

区 域 区 分

深浦区域（愛南漁業協同
組合の地区のうち、旧深
浦漁業協同組合の地区）

総トン数１０トン以上２０トン未満の漁船により、
釣りによってかつおをとることを目的とする漁
業

免 許 番 号 漁 業 権 者 の 住 所 及 び 氏 名 免 許 の 内 容 漁 業 権 の 存 続 期 間

燧共第１７７号 今治市波方町小部甲１５３番地３
小部漁業協同組合 外１名

平成１８年８月１１日付け愛媛県
告示第１１９８号のとおり

平成１９年１月１日から
平成２６年３月３１日まで

宇区第２４９号 宇和島市津島町嵐番外２３番地２
下灘漁業協同組合 外６名 〃 〃

宇区第２５０号 〃
〃 外６名 〃 〃

宇区第２５１号 〃
〃 外１３名 〃 〃

宇区第２５２号 〃
〃 外８名 〃 〃

宇区第２５３号 〃
〃 外４名 〃 〃

愛 媛 県 報平成１９年１月１６日 第１８２７号
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�愛媛県告示第６６号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」と

いう。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の出願があった。

法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁、八幡

浜地方局西予土木事務所及び西予市役所において告示の日から起算

して３週間公衆の縦覧に供する。

平成１９年１月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸 守行

松山市御宝町１１９番１

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

西予市明浜町俵津３番耕地１６６番５地先から同２番耕地８

５８番６地先までの公有水面

イ 区域

� 埋立区域１

次の１点から５９点までを順次直線で結んだ線、５９点と６０

点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．２５メー

トル）における公有水面と陸との境界線、６０点から７７点ま

でを順次直線で結んだ線並びに７７点と１点を結ぶ春分及び

秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．２５メートル）における公

有水面と陸との境界線により囲まれた区域

基点１（西予市明浜町俵津３番耕地１６９番１地先の道（国

道３７８号）に設置した金属鋲）は、北緯３３度１９分２９秒、東

経１３２度２９分２２秒の地点

１点は、基点１から真北１４２度２５分０１秒５３．９８メートル

の地点

２点は、１点から真北４９度５７分２４秒９．５２メートルの地点

３点は、２点から真北４８度１１分３８秒１０．００メートルの地

点

４点は、３点から真北４６度２５分５２秒１０．００メートルの地

点

５点は、４点から真北４４度４０分２５秒１０．００メートルの地

点

６点は、５点から真北４２度５６分５２秒１０．００メートルの地

点

７点は、６点から真北４１度３９分５０秒４．０６メートルの地点

８点は、７点から真北４１度３９分４７秒３．４７メートルの地点

９点は、８点から真北１３１度１５分４９秒０．２４メートルの地

点

１０点は、９点から真北４１度３４分２８秒１．０２メートルの地点

１１点は、１０点から真北１３１度１５分５６秒１．０３メートルの地

点

１２点は、１１点から真北４１度１２分０２秒１１．９８メートルの地

点

１３点は、１２点から真北３９度５５分１６秒１０．００メートルの地

点

１４点は、１３点から真北３８度５０分１０秒１０．００メートルの地

点

１５点は、１４点から真北４０度２４分２０秒１０．００メートルの地

点

１６点は、１５点から真北４３度１６分３１秒１０．００メートルの地

点

１７点は、１６点から真北４６度０８分３７秒１０．００メートルの地

点

１８点は、１７点から真北４９度００分４８秒１０．００メートルの地

点

１９点は、１８点から真北５１度５２分５５秒６．３４メートルの地点

２０点は、１９点から真北５１度５２分５６秒２．３２メートルの地点

２１点は、２０点から真北５３度３６分２９秒６．４９メートルの地点

２２点は、２１点から真北１４４度２０分５４秒１．５３メートルの地

点

２３点は、２２点から真北５４度２４分５９秒３．１０メートルの地点

２４点は、２３点から真北１４４度２４分５６秒６．４４メートルの地

点

２５点は、２４点から真北２３４度２４分５９秒３．１０メートルの地

点

２６点は、２５点から真北１４４度２４分５６秒３．３４メートルの地

点

２７点は、２６点から真北５９度２８分２０秒１．６６メートルの地点

２８点は、２７点から真北３２９度２８分２３秒３．１０メートルの地

点

２９点は、２８点から真北５９度２８分２０秒２２．５４メートルの地

点

３０点は、２９点から真北１４９度２８分２６秒３．１０メートルの地

点

宇特区第３９０号 宇和島市蒋渕１１２２番地
蒋渕漁業協同組合 〃 平成１９年１月１日から

平成２１年３月３１日まで

宇特区第３９１号 宇和島市津島町嵐番外２３番地２
下灘漁業協同組合 〃 〃

宇特区第３９２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３９３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３９４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３９５号 〃
〃 〃 〃
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３１点は、３０点から真北５９度２８分２３秒０．８１メートルの地点

３２点は、３１点から真北３４０度３９分５７秒３．１０メートルの地

点

３３点は、３２点から真北７０度３９分５６秒３０．００メートルの地

点

３４点は、３３点から真北１６０度３９分５６秒３．１０メートルの地

点

３５点は、３４点から真北８０度４５分１８秒１．０８メートルの地点

３６点は、３５点から真北３５０度４５分１３秒３．１０メートルの地

点

３７点は、３６点から真北８０度４５分１３秒２．４０メートルの地点

３８点は、３７点から真北８０度４５分１４秒２４．９５メートルの地

点

３９点は、３８点から真北１７０度４５分１８秒３．１０メートルの地

点

４０点は、３９点から真北８０度４５分１５秒１．５７メートルの地点

４１点は、４０点から真北３５３度１９分４４秒１１．７０メートルの

地点

４２点は、４１点から真北３５３度１９分３４秒０．６４メートルの地

点

４３点は、４２点から真北２６３度１０分０９秒０．４０メートルの地

点

４４点は、４３点から真北３５３度１９分４４秒１６．０２メートルの

地点

４５点は、４４点から真北２６３度１９分４４秒１．２６メートルの地

点

４６点は、４５点から真北２４度２７分１０秒１．８１メートルの地点

４７点は、４６点から真北２６６度５６分２９秒３．５２メートルの地

点

４８点は、４７点から真北２６２度２０分３６秒１４．３９メートルの

地点

４９点は、４８点から真北２５９度５２分３９秒７．９５メートルの地

点

５０点は、４９点から真北２５６度０２分４６秒１．３２メートルの地

点

５１点は、５０点から真北２６０度０６分５０秒２．４０メートルの地

点

５２点は、５１点から真北２６８度０１分４３秒１．９９メートルの地

点

５３点は、５２点から真北２５６度４５分３９秒４．０２メートルの地

点

５４点は、５３点から真北２５５度２５分２０秒３．５１メートルの地

点

５５点は、５４点から真北２５３度３２分５３秒５．７１メートルの地

点

５６点は、５５点から真北２５９度４８分５０秒９．６１メートルの地

点

５７点は、５６点から真北２８２度３８分１８秒１．３７メートルの地

点

５８点は、５７点から真北２８５度３３分２４秒４．９１メートルの地

点

５９点は、５８点から真北２８２度３８分１３秒１．１５メートルの地

点

６０点は、基点１から真北５５度０３分４９秒１６１．６３メートルの

地点

６１点は、６０点から真北１５４度５９分０３秒２．５３メートルの地

点

６２点は、６１点から真北１９２度３２分０７秒８．９４メートルの地

点

６３点は、６２点から真北２１９度４８分０９秒９．８４メートルの地

点

６４点は、６３点から真北２３２度３２分４８秒３．５９メートルの地

点

６５点は、６４点から真北２２７度５８分３４秒３．４８メートルの地

点

６６点は、６５点から真北２２７度５８分４０秒２．３３メートルの地

点

６７点は、６６点から真北２２７度５８分３５秒２．７５メートルの地

点

６８点は、６７点から真北２２７度５９分２８秒８．５６メートルの地

点

６９点は、６８点から真北２２３度５１分０６秒４．１２メートルの地

点

７０点は、６９点から真北２２２度０２分４５秒１０．４１メートルの

地点

７１点は、７０点から真北２１９度２６分５５秒１０．４０メートルの

地点

７２点は、７１点から真北２１９度４０分１８秒１２．０１メートルの

地点

７３点は、７２点から真北２１３度３３分３０秒７．５２メートルの地

点

７４点は、７３点から真北２２０度０７分１８秒２０．６８メートルの

地点

７５点は、７４点から真北２２１度３２分５２秒１１．９３メートルの

地点

７６点は、７５点から真北２２２度３８分３２秒１１．８４メートルの

地点

７７点は、７６点から真北２２８度３３分０１秒６．６６メートルの地

点

� 埋立区域２

次の７８点から１６９点までを順次直線で結んだ線、１６９点

と１７０点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．

２５メートル）における公有水面と陸との境界線、１７０点か

ら２０２点までを順次直線で結んだ線並びに２０２点と７８点を

結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．２５メートル）

における公有水面と陸との境界線により囲まれた区域

基点２（西予市明浜町俵津３番耕地１４番１地先の道（国

道３７８号）に設置した金属鋲）は、北緯３３度１９分３３秒、東

経１３２度２９分３３秒の地点

基点３（西予市明浜町俵津２番耕地９００番５地先の道（国

道３７８号）に設置した金属鋲）は、北緯３３度１９分３１秒、東

経１３２度２９分３８秒の地点

７８点は、基点２から真北１４３度０６分１７秒４０．９５メートル

の地点

７９点は、７８点から真北２５３度５８分２９秒７．７１メートルの地

点
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８０点は、７９点から真北２８５度５０分３３秒１２．９９メートルの

地点

８１点は、８０点から真北２８５度５０分３１秒９．５５メートルの地

点

８２点は、８１点から真北２８１度３０分２８秒１１．１７メートルの

地点

８３点は、８２点から真北２７３度２１分２９秒１０．９９メートルの

地点

８４点は、８３点から真北２６９度５０分３３秒１０．７８メートルの

地点

８５点は、８４点から真北２６６度３１分０５秒１０．３６メートルの

地点

８６点は、８５点から真北２６２度４２分２７秒１０．３６メートルの

地点

８７点は、８６点から真北２６３度１２分３２秒８．９８メートルの地

点

８８点は、８７点から真北２５１度５６分４５秒５．４４メートルの地

点

８９点は、８８点から真北２３７度１０分３２秒２．３５メートルの地

点

９０点は、８９点から真北２６３度１９分４６秒１．３７メートルの地

点

９１点は、９０点から真北１７３度１９分４３秒１６．０２メートルの

地点

９２点は、９１点から真北２６３度２８分５８秒０．４０メートルの地

点

９３点は、９２点から真北１７３度１９分３４秒０．６４メートルの地

点

９４点は、９３点から真北１７３度１９分４３秒１１．７０メートルの

地点

９５点は、９４点から真北８３度５１分４２秒１．８３メートルの地点

９６点は、９５点から真北３５３度５１分４０秒３．１０メートルの地

点

９７点は、９６点から真北８３度５１分４４秒２７．３７メートルの地

点

９８点は、９７点から真北１７３度５１分３９秒３．１０メートルの地

点

９９点は、９８点から真北８３度５１分４９秒０．８１メートルの地点

１００点は、９９点から真北１度５３分４５秒３．１０メートルの地

点

１０１点は、１００点から真北９１度５３分４２秒３０．００メートル

の地点

１０２点は、１０１点から真北１８１度５３分４６秒３．１０メートル

の地点

１０３点は、１０２点から真北１０８度０６分０７秒０．８１メートル

の地点

１０４点は、１０３点から真北１８度０５分５８秒３．１０メートルの

地点

１０５点は、１０４点から真北１０８度０５分５８秒１７．７１メート

ルの地点

１０６点は、１０５点から真北１９８度０５分５８秒３．１０メートル

の地点

１０７点は、１０６点から真北１０８度０６分０３秒１．４９メートル

の地点

１０８点は、１０７点から真北２５度０８分０４秒３．２９メートルの

地点

１０９点は、１０８点から真北２９５度０８分１３秒３．１０メートル

の地点

１１０点は、１０９点から真北２５度０８分１０秒６．４４メートルの

地点

１１１点は、１１０点から真北１１５度０８分０７秒３．１０メートル

の地点

１１２点は、１１１点から真北２５度０８分１０秒０．９３メートルの

地点

１１３点は、１１２点から真北１１８度１４分５１秒２．６８メートル

の地点

１１４点は、１１３点から真北１１８度１５分２５秒１．２６メートル

の地点

１１５点は、１１４点から真北１１８度１５分２９秒６．０６メートル

の地点

１１６点は、１１５点から真北１２４度３０分１２秒１０．００メート

ルの地点

１１７点は、１１６点から真北１３０度４４分５３秒１０．００メート

ルの地点

１１８点は、１１７点から真北１３６度５９分３５秒１０．００メート

ルの地点

１１９点は、１１８点から真北１４３度１４分１９秒１０．００メート

ルの地点

１２０点は、１１９点から真北１４９度２８分５８秒１．７４メートル

の地点

１２１点は、１２０点から真北１４９度２９分０５秒１．２６メートル

の地点

１２２点は、１２１点から真北１４９度２９分０２秒７．００メートル

の地点

１２３点は、１２２点から真北１５５度４３分４２秒１０．００メート

ルの地点

１２４点は、１２３点から真北１６１度５８分２６秒１０．００メート

ルの地点

１２５点は、１２４点から真北１６７度５１分０１秒１０．００メート

ルの地点

１２６点は、１２５点から真北１７１度１７分４２秒１０．００メート

ルの地点

１２７点は、１２６点から真北１７４度３３分２２秒１０．００メート

ルの地点

１２８点は、１２７点から真北１７７度４９分０４秒１０．００メート

ルの地点

１２９点は、１２８点から真北１８１度０４分４２秒１０．００メート

ルの地点

１３０点は、１２９点から真北１８２度１９分２０秒１０．００メート

ルの地点

１３１点は、１３０点から真北１８１度１５分２６秒１０．００メート

ルの地点

１３２点は、１３１点から真北１７９度２１分３１秒１０．００メート

ルの地点

１３３点は、１３２点から真北１７５度５５分２８秒１０．００メート

ルの地点
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１３４点は、１３３点から真北１７１度３７分５４秒１０．００メート

ルの地点

１３５点は、１３４点から真北１６６度２２分０４秒１０．００メート

ルの地点

１３６点は、１３５点から真北１６０度４９分１０秒１０．６０メート

ルの地点

１３７点は、１３６点から真北２４７度５７分５６秒１．５６メートル

の地点

１３８点は、１３７点から真北１５７度５７分５２秒３．１０メートル

の地点

１３９点は、１３８点から真北２４７度５７分５４秒４．８３メートル

の地点

１４０点は、１３９点から真北３３７度５７分４９秒３．１０メートル

の地点

１４１点は、１４０点から真北２４７度５７分５２秒３．４１メートル

の地点

１４２点は、１４１点から真北１６０度５７分３３秒１．６５メートル

の地点

１４３点は、１４２点から真北７０度５７分２１秒３．１０メートルの

地点

１４４点は、１４３点から真北１６０度５７分２６秒１３．７６メート

ルの地点

１４５点は、１４４点から真北１３９度２５分２５秒１５．４１メート

ルの地点

１４６点は、１４５点から真北１３９度２５分４３秒０．１６メートル

の地点

１４７点は、１４６点から真北５２度２４分５５秒７．０２メートルの

地点

１４８点は、１４７点から真北５２度２４分５８秒０．７１メートルの

地点

１４９点は、１４８点から真北５２度２７分０６秒０．０９メートルの

地点

１５０点は、１４９点から真北１４１度１６分５８秒４．１７メートル

の地点

１５１点は、１５０点から真北１３７度２５分３４秒１０．００メート

ルの地点

１５２点は、１５１点から真北１３１度５８分５１秒１０．００メート

ルの地点

１５３点は、１５２点から真北１２６度３２分１４秒１０．００メート

ルの地点

１５４点は、１５３点から真北１２１度０５分２９秒１０．００メート

ルの地点

１５５点は、１５４点から真北１１６度１９分４０秒６．８２メートル

の地点

１５６点は、１５５点から真北１１３度４４分５０秒０．８６メートル

の地点

１５７点は、１５６点から真北１１３度４５分０３秒２．６１メートル

の地点

１５８点は、１５７点から真北２０３度１７分２５秒０．１１メートル

の地点

１５９点は、１５８点から真北１１１度０９分４１秒０．９０メートル

の地点

１６０点は、１５９点から真北２０３度１９分０２秒１．９４メートル

の地点

１６１点は、１６０点から真北１１３度１９分０３秒３．６８メートル

の地点

１６２点は、１６１点から真北２３度１８分４７秒１．１３メートルの

地点

１６３点は、１６２点から真北１０９度４６分４５秒１０．００メート

ルの地点

１６４点は、１６３点から真北１０６度５１分４４秒１０．００メート

ルの地点

１６５点は、１６４点から真北１０５度４６分３７秒４．０７メートル

の地点

１６６点は、１６５点から真北１９５度０１分５４秒２．４０メートル

の地点

１６７点は、１６６点から真北１０５度２６分３７秒５．０５メートル

の地点

１６８点は、１６７点から真北１５度０５分０６秒３．２６メートルの

地点

１６９点は、１６８点から真北１５度０４分５５秒０．７８メートルの

地点

１７０点は、基点３から真北１９１度５５分３１秒１６８．９４メート

ルの地点

１７１点は、１７０点から真北３４１度４７分５８秒６．１５メートル

の地点

１７２点は、１７１点から真北３４６度３４分５９秒８．０１メートル

の地点

１７３点は、１７２点から真北３５１度２８分３４秒９．４１メートル

の地点

１７４点は、１７３点から真北３５６度４１分２０秒９．４１メートル

の地点

１７５点は、１７４点から真北３５９度３６分４１秒６．９７メートル

の地点

１７６点は、１７５点から真北０度３８分５８秒７．４７メートルの

地点

１７７点は、１７６点から真北１０度０９分５８秒５．０３メートルの

地点

１７８点は、１７７点から真北２度３１分２２秒４．８２メートルの

地点

１７９点は、１７８点から真北３度５３分０８秒２．７０メートルの

地点

１８０点は、１７９点から真北４度４５分１６秒３．８５メートルの

地点

１８１点は、１８０点から真北４度４５分１８秒８．７９メートルの

地点

１８２点は、１８１点から真北１度３０分１４秒４．５０メートルの

地点

１８３点は、１８２点から真北１度３０分１１秒６．００メートルの

地点

１８４点は、１８３点から真北０度３２分５５秒１０．５０メートル

の地点

１８５点は、１８４点から真北３５７度４４分４１秒６．７９メートル

の地点

１８６点は、１８５点から真北３５３度３４分２８秒５．８０メートル

の地点
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１８７点は、１８６点から真北３４６度５４分１２秒５．０５メートル

の地点

１８８点は、１８７点から真北３４６度５４分１３秒４．２１メートル

の地点

１８９点は、１８８点から真北３４１度５２分５０秒１１．０６メート

ルの地点

１９０点は、１８９点から真北３３６度３２分２５秒３．９３メートル

の地点

１９１点は、１９０点から真北３３６度３２分２５秒７．１３メートル

の地点

１９２点は、１９１点から真北３３１度１２分００秒８．７８メートル

の地点

１９３点は、１９２点から真北３３１度１１分５６秒１．９８メートル

の地点

１９４点は、１９３点から真北３２７度０９分３８秒１．２６メートル

の地点

１９５点は、１９４点から真北３２５度５１分１５秒１．８３メートル

の地点

１９６点は、１９５点から真北３２５度５１分１５秒８．２９メートル

の地点

１９７点は、１９６点から真北３２２度１８分５４秒６．７５メートル

の地点

１９８点は、１９７点から真北３１９度４１分３４秒６．７５メートル

の地点

１９９点は、１９８点から真北３２９度０５分３９秒９．８９メートル

の地点

２００点は、１９９点から真北３５５度０４分０５秒９．１７メートル

の地点

２０１点は、２００点から真北３７度４０分０４秒５．８５メートルの

地点

２０２点は、２０１点から真北３０４度１０分３９秒０．２８メートル

の地点

ウ 面積

埋立区域１ ４，９３１．１６平方メートル

埋立区域２ ６，９８６．４３平方メートル

合 計 １１，９１７．５９平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

西予市明浜町俵津３番耕地１６６番地５地先から同２番耕地

５１８番５地先までの公有水面及び陸域

イ 区域

次の１点から１１２点までを順次直線で結んだ線及び１１２点

と１点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点１（西予市明浜町俵津３番耕地１６９番１地先の道（国

道３７８号）に設置した金属鋲）は、北緯３３度１９分２９秒、東経

１３２度２９分２２秒の地点

１点は、基点１から真北１６０度２６分０９秒９８．３７メートルの

地点

２点は、１点から真北２８度３４分３７秒１０．３８メートルの地点

３点は、２点から真北２１度５９分５５秒４．８７メートルの地点

４点は、３点から真北６度０９分０５秒４．７７メートルの地点

５点は、４点から真北３４９度３７分５２秒３．５４メートルの地点

６点は、５点から真北３３６度５６分３３秒１６．６８メートルの地

点

７点は、６点から真北３５２度３７分０３秒１７．７８メートルの地

点

８点は、７点から真北１２度２３分５４秒１１．００メートルの地点

９点は、８点から真北３３度１３分１７秒１０．６０メートルの地点

１０点は、９点から真北４３度３６分２９秒１０．４５メートルの地点

１１点は、１０点から真北３８度３２分１８秒５．３７メートルの地点

１２点は、１１点から真北２５度１６分４４秒４．０２メートルの地点

１３点は、１２点から真北１１度３６分２５秒８．６５メートルの地点

１４点は、１３点から真北９度３７分５８秒１４．８８メートルの地点

１５点は、１４点から真北３００度３２分２５秒０．７５メートルの地点

１６点は、１５点から真北２６度５７分５６秒８．８０メートルの地点

１７点は、１６点から真北３７度５８分４４秒１２．３３メートルの地点

１８点は、１７点から真北４７度１０分４５秒２１．８５メートルの地点

１９点は、１８点から真北４１度４７分５８秒１１．３９メートルの地点

２０点は、１９点から真北１３１度５９分４８秒４．２０メートルの地点

２１点は、２０点から真北４６度５８分２１秒８．０７メートルの地点

２２点は、２１点から真北４３度２４分０２秒１１．５２メートルの地点

２３点は、２２点から真北３４度２３分２４秒４．８５メートルの地点

２４点は、２３点から真北３１６度４８分３３秒２５．９２メートルの地

点

２５点は、２４点から真北３８度５３分２２秒３．０５メートルの地点

２６点は、２５点から真北１３５度２１分５９秒２５．２９メートルの地

点

２７点は、２６点から真北５２度４９分２４秒１３．５９メートルの地点

２８点は、２７点から真北１１度４７分５５秒１．１３メートルの地点

２９点は、２８点から真北６５度３７分１１秒１７．８８メートルの地点

３０点は、２９点から真北７７度４８分２７秒１９．９９メートルの地点

３１点は、３０点から真北７９度１０分５６秒３０．０４メートルの地点

３２点は、３１点から真北４度１５分２５秒４．８２メートルの地点

３３点は、３２点から真北１００度４２分３８秒２．９９メートルの地点

３４点は、３３点から真北１７２度１８分１５秒３．４０メートルの地点

３５点は、３４点から真北７８度０３分１９秒１３．５９メートルの地点

３６点は、３５点から真北８４度５０分４７秒１２．７５メートルの地点

３７点は、３６点から真北３５３度１３分４４秒１５．４７メートルの地

点

３８点は、３７点から真北８８度３１分３７秒２．４３メートルの地点

３９点は、３８点から真北１７３度１８分１６秒７．３６メートルの地点

４０点は、３９点から真北１６５度５０分０８秒７．７３メートルの地点

４１点は、４０点から真北１４８度２３分５８秒１．５７メートルの地点

４２点は、４１点から真北７０度１５分０３秒８．３９メートルの地点

４３点は、４２点から真北７６度２８分５７秒８．８６メートルの地点

４４点は、４３点から真北７４度２３分２９秒１８．６０メートルの地点

４５点は、４４点から真北１６３度３６分４７秒１．１２メートルの地点

４６点は、４５点から真北７７度３６分２５秒１４．６４メートルの地点

４７点は、４６点から真北８５度５８分０７秒７．７２メートルの地点

４８点は、４７点から真北８５度５２分３７秒４．９０メートルの地点

４９点は、４８点から真北８６度４８分３１秒２．４３メートルの地点

５０点は、４９点から真北７０度４２分３９秒２．５３メートルの地点

５１点は、５０点から真北８８度０６分１５秒５．９３メートルの地点

５２点は、５１点から真北９７度２４分３９秒８．５０メートルの地点

５３点は、５２点から真北１１０度３０分５４秒１３．９０メートルの地

点
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５４点は、５３点から真北１９０度５３分０７秒１１．６７メートルの地

点

５５点は、５４点から真北１０２度１５分０６秒２０．０５メートルの地

点

５６点は、５５点から真北１２７度４４分４９秒１２．１６メートルの地

点

５７点は、５６点から真北３９度１８分０２秒９．３６メートルの地点

５８点は、５７点から真北１１９度１６分５９秒０．７８メートルの地点

５９点は、５８点から真北２７度２７分４４秒２．０７メートルの地点

６０点は、５９点から真北１４６度３２分３３秒２．６５メートルの地点

６１点は、６０点から真北１２１度２０分００秒１７．７５メートルの地

点

６２点は、６１点から真北１２２度０９分２６秒１１．８６メートルの地

点

６３点は、６２点から真北４０度３５分２０秒２．８６メートルの地点

６４点は、６３点から真北１２９度５８分２９秒５．０４メートルの地点

６５点は、６４点から真北２２０度３８分２７秒２．０２メートルの地点

６６点は、６５点から真北１３６度３７分３６秒１０．８２メートルの地

点

６７点は、６６点から真北１３６度５５分４０秒９．３０メートルの地点

６８点は、６７点から真北１４９度１７分１０秒９．４６メートルの地点

６９点は、６８点から真北１５５度２３分０９秒７．９９メートルの地点

７０点は、６９点から真北１６７度２５分１２秒９．２０メートルの地点

７１点は、７０点から真北１９１度５３分２７秒３．１９メートルの地点

７２点は、７１点から真北１８４度２４分２５秒２１．０１メートルの地

点

７３点は、７２点から真北１８５度４６分５３秒１１．８２メートルの地

点

７４点は、７３点から真北１９８度５０分１９秒１９．８７メートルの地

点

７５点は、７４点から真北２０１度００分１６秒１０．７５メートルの地

点

７６点は、７５点から真北１９４度３７分３５秒３．７２メートルの地点

７７点は、７６点から真北２２７度３９分２７秒１．６８メートルの地点

７８点は、７７点から真北１８９度１６分０８秒１５．６４メートルの地

点

７９点は、７８点から真北１９２度１６分１２秒５．１１メートルの地点

８０点は、７９点から真北２３９度４５分３９秒２．６６メートルの地点

８１点は、８０点から真北２０８度１１分２９秒２．６５メートルの地点

８２点は、８１点から真北１７５度５７分５３秒１０．５０メートルの地

点

８３点は、８２点から真北１７８度５４分５４秒１０．３３メートルの地

点

８４点は、８３点から真北１６８度３２分１５秒１８．１０メートルの地

点

８５点は、８４点から真北２５７度０６分０３秒２．２１メートルの地点

８６点は、８５点から真北１６９度５６分２２秒１２．４０メートルの地

点

８７点は、８６点から真北１６８度４９分４７秒９．６５メートルの地点

８８点は、８７点から真北１５０度４３分０２秒８．３４メートルの地点

８９点は、８８点から真北１４４度０３分４４秒１０．３７メートルの地

点

９０点は、８９点から真北１４１度４７分２６秒７．１２メートルの地点

９１点は、９０点から真北１３７度０７分５２秒５．２７メートルの地点

９２点は、９１点から真北１３４度４５分０５秒６．０６メートルの地点

９３点は、９２点から真北１２０度４５分０７秒１１．５１メートルの地

点

９４点は、９３点から真北１１５度０２分３６秒１１．６１メートルの地

点

９５点は、９４点から真北１１３度００分３９秒１０．１０メートルの地

点

９６点は、９５点から真北１０８度２４分２０秒２０．１３メートルの地

点

９７点は、９６点から真北２０度２１分１１秒１２．３６メートルの地点

９８点は、９７点から真北１１１度１１分５３秒５．２４メートルの地点

９９点は、９８点から真北１９７度４３分０６秒４．３７メートルの地点

１００点は、９９点から真北１１１度２９分４９秒０．３９メートルの地

点

１０１点は、１００点から真北１８７度３４分００秒６．９４メートルの

地点

１０２点は、１０１点から真北２８７度２７分２５秒０．８５メートルの

地点

１０３点は、１０２点から真北１８７度５３分１２秒５．９０メートルの

地点

１０４点は、１０３点から真北１０７度０５分５５秒４１．３２メートル

の地点

１０５点は、１０４点から真北１９８度２９分４７秒８９．３２メートル

の地点

１０６点は、１０５点から真北２５０度４８分３７秒３９．２９メートル

の地点

１０７点は、１０６点から真北２９０度４０分５９秒１０９．２０メートル

の地点

１０８点は、１０７点から真北３２１度３２分２７秒１１５．５８メートル

の地点

１０９点は、１０８点から真北２度２６分４７秒１７９．２２メートルの

地点

１１０点は、１０９点から真北２５４度２３分３４秒１２３．７４メートル

の地点

１１１点は、１１０点から真北２２０度３７分３９秒１０３．１８メートル

の地点

１１２点は、１１１点から真北２２３度２２分２３秒４０．６４メートル

の地点

ウ 面積

７７，４６１．３３平方メートル

３ 埋立地の用途

護岸用地 約 ４０平方メートル

胸壁用地 約 １４０平方メートル

漁港施設用地 約２，０２０平方メートル

道路用地 約９，５５０平方メートル

水路用地 約 １７０平方メートル

４ 出願年月日

平成１８年１２月２７日

�������
�愛媛県告示第６７号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」と

いう。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の出願があった。
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法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁、八幡

浜地方局西予土木事務所及び西予市役所において告示の日から起算

して３週間公衆の縦覧に供する。

平成１９年１月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名及び住所

西予市

西予市宇和町卯之町３丁目４３４番地１

代表者 市長 三好 幹二

西予市宇和町山田２０６１番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

西予市明浜町俵津８番耕地５０４番１地先から同２番耕地８

７４番３地先までの公有水面

イ 区域

� 埋立区域�
次の１点から３点までを順次直線で結んだ線並びに３点

と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．２５

メートル）における公有水面と陸との境界線により囲まれ

た区域

基点１（西予市明浜町俵津３番耕地１６９番１地先の道（国

道３７８号）に設置した金属鋲）は、北緯３３度１９分２９秒、東

経１３２度２９分２２秒の地点

１点は、基点１から真北２０２度３０分４１秒９８．８５メートル

の地点

２点は、１点から真北１３１度１１分００秒３４．４９メートルの

地点

３点は、２点から真北７４度２３分１３秒１０．１８メートルの地

点

� 埋立区域�
次の４点から２８点までを順次直線で結んだ線並びに２８点

と４点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．２５

メートル）における公有水面と陸との境界線により囲まれ

た区域

基点１（西予市明浜町俵津３番耕地１６９番１地先の道（国

道３７８号）に設置した金属鋲）は、北緯３３度１９分２９秒、東

経１３２度２９分２２秒の地点

４点は、基点１から真北１４８度５２分１４秒７１．５４メートル

の地点

５点は、４点から真北５１度５６分２８秒２．６４メートルの地点

６点は、５点から真北３２１度４４分２６秒２．４０メートルの地

点

７点は、６点から真北５０度５３分４７秒１０．００メートルの地

点

８点は、７点から真北４９度１２分３５秒１０．００メートルの地

点

９点は、８点から真北４７度３１分１９秒１０．００メートルの地

点

１０点は、９点から真北４５度５０分０５秒１０．００メートルの地

点

１１点は、１０点から真北４４度０７分１５秒１０．００メートルの地

点

１２点は、１１点から真北４２度２４分３２秒１０．００メートルの地

点

１３点は、１２点から真北４１度３１分２５秒５．０１メートルの地点

１４点は、１３点から真北１３１度２７分２６秒２．４２メートルの地

点

１５点は、１４点から真北４１度２２分２６秒３．７３メートルの地点

１６点は、１５点から真北３１１度１６分０８秒３．０８メートルの地

点

１７点は、１６点から真北２２１度１６分０６秒２．４０メートルの地

点

１８点は、１７点から真北３１１度１６分０４秒１２．５９メートルの

地点

１９点は、１８点から真北３１１度１５分５６秒１．０３メートルの地

点

２０点は、１９点から真北２２１度３４分２８秒１．０３メートルの地

点

２１点は、２０点から真北３１１度１５分４９秒０．２４メートルの地

点

２２点は、２１点から真北２２１度３９分４７秒３．４７メートルの地

点

２３点は、２２点から真北２２１度３９分５１秒４．０６メートルの地

点

２４点は、２３点から真北２２２度５６分５２秒１０．００メートルの

地点

２５点は、２４点から真北２２４度４０分２５秒１０．００メートルの

地点

２６点は、２５点から真北２２６度２５分５２秒１０．００メートルの

地点

２７点は、２６点から真北２２８度１１分３８秒１０．００メートルの

地点

２８点は、２７点から真北２２９度５７分２４秒９．５１メートルの地

点

� 埋立区域�
次の２９点から４６点までを順次直線で結んだ線並びに４６点

と２９点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．２５

メートル）における公有水面と陸との境界線により囲まれ

た区域

基点１（西予市明浜町俵津３番耕地１６９番１地先の道（国

道３７８号）に設置した金属鋲）は、北緯３３度１９分２９秒、東

経１３２度２９分２２秒の地点

２９点は、基点１から真北１０３度５７分１１秒４８．７１メートル

の地点

３０点は、２９点から真北４８度３３分０１秒６．６６メートルの地点

３１点は、３０点から真北４２度３８分３２秒１１．８４メートルの地

点

３２点は、３１点から真北４１度３２分５２秒１１．９３メートルの地

点

３３点は、３２点から真北４０度０７分１７秒２０．６８メートルの地

点

３４点は、３３点から真北３３度３３分３０秒７．５１メートルの地点

３５点は、３４点から真北３９度４０分１８秒１２．０１メートルの地

点
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３６点は、３５点から真北３９度２６分５５秒１０．４０メートルの地

点

３７点は、３６点から真北４２度０２分４５秒１０．４１メートルの地

点

３８点は、３７点から真北４３度５１分０６秒４．１２メートルの地点

３９点は、３８点から真北４７度５９分２８秒８．５６メートルの地点

４０点は、３９点から真北４７度５８分３５秒２．７５メートルの地点

４１点は、４０点から真北４７度５８分３９秒２．３３メートルの地点

４２点は、４１点から真北４７度５８分３４秒３．４８メートルの地点

４３点は、４２点から真北５２度３２分４８秒３．５９メートルの地点

４４点は、４３点から真北３９度４８分０９秒９．８４メートルの地点

４５点は、４４点から真北１２度３２分０７秒８．９４メートルの地点

４６点は、４５点から真北３３４度５９分０３秒２．５３メートルの地

点

� 埋立区域�
次の４７点から６１点までを順次直線で結んだ線並びに６１点

と４７点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．２５

メートル）における公有水面と陸との境界線により囲まれ

た区域

基点１（西予市明浜町俵津３番耕地１６９番１地先の道（国

道３７８号）に設置した金属鋲）は、北緯３３度１９分２９秒、東

経１３２度２９分２２秒の地点

４７点は、基点１から真北５７度４４分３８秒１８５．９９メートルの

地点

４８点は、４７点から真北１０２度３８分１３秒１．１５メートルの地

点

４９点は、４８点から真北１０５度３３分２４秒４．９１メートルの地

点

５０点は、４９点から真北１０２度３８分１８秒１．３７メートルの地

点

５１点は、５０点から真北７９度４８分４９秒９．６１メートルの地点

５２点は、５１点から真北７３度３２分５３秒５．７１メートルの地点

５３点は、５２点から真北７５度２５分２０秒３．５１メートルの地点

５４点は、５３点から真北７６度４５分３９秒４．０２メートルの地点

５５点は、５４点から真北８８度０１分４３秒１．９９メートルの地点

５６点は、５５点から真北８０度０６分５０秒２．４０メートルの地点

５７点は、５６点から真北７６度０２分４６秒１．３２メートルの地点

５８点は、５７点から真北７９度５２分３９秒７．９５メートルの地点

５９点は、５８点から真北８２度２０分３６秒１４．３９メートルの地

点

６０点は、５９点から真北８６度５６分２８秒３．５２メートルの地点

６１点は、６０点から真北１１度５１分３７秒３．２９メートルの地点

� 埋立区域�
次の６２点から７４点までを順次直線で結んだ線並びに７４点

と６２点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．２５

メートル）における公有水面と陸との境界線より囲まれた

区域

基点２（西予市明浜町俵津３番耕地１４番１地先の道（国

道３７８号）に設置した金属鋲）は、北緯３３度１９分３３秒、東

経１３２度２９分３３秒の地点

６２点は、基点２から真北２４９度１９分０４秒８２．９２メートル

の地点

６３点は、６２点から真北１２４度４１分２５秒４．４９メートルの地

点

６４点は、６３点から真北５７度１０分３２秒２．３５メートルの地点

６５点は、６４点から真北７１度５６分４５秒５．４４メートルの地点

６６点は、６５点から真北８３度１２分３２秒８．９８メートルの地点

６７点は、６６点から真北８２度４２分２７秒１０．３６メートルの地

点

６８点は、６７点から真北８６度３１分０５秒１０．３６メートルの地

点

６９点は、６８点から真北８９度５０分３２秒１０．７８メートルの地

点

７０点は、６９点から真北９３度２１分２９秒１０．９８メートルの地

点

７１点は、７０点から真北１０１度３０分２８秒１１．１７メートルの

地点

７２点は、７１点から真北１０５度５０分３１秒９．５５メートルの地

点

７３点は、７２点から真北１０５度５０分３２秒１２．９９メートルの

地点

７４点は、７３点から真北７８度５８分２９秒７．７０メートルの地点

� 埋立区域�
次の７５点から１０７点までを順次直線で結んだ線並びに１

０７点と７５点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋

２．２５メートル）における公有水面と陸との境界線により囲

まれた区域

基点３（西予市明浜町俵津２番耕地９００番５地先の道（国

道３７８号）に設置した金属鋲）は、北緯３３度１９分３１秒、東

経１３２度２９分３８秒の地点

７５点は、基点３から真北２８６度４７分３３秒７４．４８メートル

の地点

７６点は、７５点から真北１２４度１０分３９秒０．２８メートルの地

点

７７点は、７６点から真北２１７度４０分０４秒５．８５メートルの地

点

７８点は、７７点から真北１７５度０４分０５秒９．１７メートルの地

点

７９点は、７８点から真北１４９度０５分３９秒９．８９メートルの地

点

８０点は、７９点から真北１３９度４１分３４秒６．７５メートルの地

点

８１点は、８０点から真北１４２度１８分５３秒６．７５メートルの地

点

８２点は、８１点から真北１４５度５１分１５秒８．２９メートルの地

点

８３点は、８２点から真北１４５度５１分１５秒１．８３メートルの地

点

８４点は、８３点から真北１４７度０９分３８秒１．２６メートルの地

点

８５点は、８４点から真北１５１度１１分５６秒１．９８メートルの地

点

８６点は、８５点から真北１５１度１２分００秒８．７８メートルの地

点

８７点は、８６点から真北１５６度３２分２５秒７．１３メートルの地

点
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８８点は、８７点から真北１５６度３２分２５秒３．９３メートルの地

点

８９点は、８８点から真北１６１度５２分５０秒１１．０６メートルの

地点

９０点は、８９点から真北１６６度５４分１３秒４．２１メートルの地

点

９１点は、９０点から真北１６６度５４分１２秒５．０５メートルの地

点

９２点は、９１点から真北１７３度３４分２８秒５．８０メートルの地

点

９３点は、９２点から真北１７７度４４分４１秒６．７９メートルの地

点

９４点は、９３点から真北１８０度３２分５５秒１０．５０メートルの

地点

９５点は、９４点から真北１８１度３０分１１秒６．００メートルの地

点

９６点は、９５点から真北１８１度３０分１４秒４．５０メートルの地

点

９７点は、９６点から真北１８４度４５分１８秒８．７９メートルの地

点

９８点は、９７点から真北１８４度４５分１６秒３．８５メートルの地

点

９９点は、９８点から真北１８３度５３分０８秒２．７０メートルの地

点

１００点は、９９点から真北１８２度３１分２２秒４．８２メートルの

地点

１０１点は、１００点から真北１９０度０９分５８秒５．０３メートル

の地点

１０２点は、１０１点から真北１８０度３８分５８秒７．４７メートル

の地点

１０３点は、１０２点から真北１７９度３６分４１秒６．９７メートル

の地点

１０４点は、１０３点から真北１７６度４１分２０秒９．４１メートル

の地点

１０５点は、１０４点から真北１７１度２８分３４秒９．４１メートル

の地点

１０６点は、１０５点から真北１６６度３４分５９秒８．０１メートル

の地点

１０７点は、１０６点から真北１６１度４７分５８秒６．１５メートル

の地点

� 埋立区域�
次の１０８点から１３９点までを順次直線で結んだ線並びに

１３９点と１０８点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点３（西予市明浜町俵津２番耕地９００番５地先の道（国

道３７８号）に設置した金属鋲）は、北緯３３度１９分３１秒、東

経１３２度２９分３８秒の地点

１０８点は、基点３から真北１８９度０５分３０秒２０１．６２メート

ルの地点

１０９点は、１０８点から真北２３２度２７分０６秒０．０９メートル

の地点

１１０点は、１０９点から真北２３２度２４分５８秒０．７１メートル

の地点

１１１点は、１１０点から真北２３２度２４分５５秒７．０２メートル

の地点

１１２点は、１１１点から真北３１９度２５分４３秒０．１６メートル

の地点

１１３点は、１１２点から真北２２９度２５分２５秒３．１０メートル

の地点

１１４点は、１１３点から真北２３２度２５分０２秒４．０８メートル

の地点

１１５点は、１１４点から真北１４２度２４分５２秒１．３６メートル

の地点

１１６点は、１１５点から真北５２度２５分００秒２．４６メートルの

地点

１１７点は、１１６点から真北１３９度５９分０６秒８．６４メートル

の地点

１１８点は、１１７点から真北１３５度０７分２２秒１０．００メート

ルの地点

１１９点は、１１８点から真北１３０度１５分４１秒１０．００メート

ルの地点

１２０点は、１１９点から真北１２５度２３分５８秒１０．００メート

ルの地点

１２１点は、１２０点から真北１２０度３２分１６秒１０．００メート

ルの地点

１２２点は、１２１点から真北１１５度２６分３２秒７．３９メートル

の地点

１２３点は、１２２点から真北１１５度２６分２６秒０．８６メートル

の地点

１２４点は、１２３点から真北１１５度２６分３７秒２．７１メートル

の地点

１２５点は、１２４点から真北２０３度１８分５９秒２．４０メートル

の地点

１２６点は、１２５点から真北１１３度１８分５８秒３．２０メートル

の地点

１２７点は、１２６点から真北２３度１８分５７秒３．０８メートルの

地点

１２８点は、１２７点から真北２９３度１９分０３秒２．４０メートル

の地点

１２９点は、１２８点から真北２３度１９分０２秒９．９３メートルの

地点

１３０点は、１２９点から真北２３度１９分０２秒１．９４メートルの

地点

１３１点は、１３０点から真北２９１度０９分４１秒０．９０メートル

の地点

１３２点は、１３１点から真北２３度１７分２５秒０．１１メートルの

地点

１３３点は、１３２点から真北２９３度４５分０３秒２．６１メートル

の地点

１３４点は、１３３点から真北２９３度４４分５０秒０．８６メートル

の地点

１３５点は、１３４点から真北２９６度１９分４０秒６．８２メートル

の地点

１３６点は、１３５点から真北３０１度０５分２９秒１０．００メート

ルの地点

１３７点は、１３６点から真北３０６度３２分１４秒１０．００メート

ルの地点
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１３８点は、１３７点から真北３１１度５８分５２秒１０．００メート

ルの地点

１３９点は、１３８点から真北３１７度２５分３４秒１０．００メート

ルの地点

ウ 面積

埋立区域� ２７７．２１平方メートル

埋立区域� ９４２．８２平方メートル

埋立区域� １，４９６．９５平方メートル

埋立区域� １８６．５５平方メートル

埋立区域� ８５５．２０平方メートル

埋立区域� ３，３９９．１１平方メートル

埋立区域� ７５０．７０平方メートル

合 計 ７，９０８．５４平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

西予市明浜町俵津８番耕地５０４番地１地先から同２番耕地

５１８番５地先までの公有水面及び陸域

イ 区域

� 施行区域�
次の１点から１８点までを順次直線で結んだ線及び１８点と

１点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点１（西予市明浜町俵津３番耕地１６９番１地先の道（国

道３７８号）に設置した金属鋲）は、北緯３３度１９分２９秒、東

経１３２度２９分２２秒の地点

１点は、基点１から真北１７３度４３分２２秒１０７．５７メートル

の地点

２点は、１点から真北１４１度３４分５３秒４４．９７メートルの

地点

３点は、２点から真北２２０度３７分４９秒５５．００メートルの

地点

４点は、３点から真北２８９度５９分１６秒６２．４０メートルの

地点

５点は、４点から真北３５５度４４分２６秒３０．３９メートルの

地点

６点は、５点から真北２度４５分４３秒１０．１８メートルの地

点

７点は、６点から真北１３度１２分５５秒８．６１メートルの地点

８点は、７点から真北２２度３８分４７秒５．５０メートルの地点

９点は、８点から真北３６度４５分２７秒１７．６４メートルの地

点

１０点は、９点から真北４１度５５分３０秒５．０７メートルの地点

１１点は、１０点から真北５９度２０分０５秒１．７７メートルの地点

１２点は、１１点から真北８５度１９分４１秒４．５３メートルの地点

１３点は、１２点から真北９７度２７分５８秒２．８４メートルの地点

１４点は、１３点から真北１０５度４６分２９秒３．１１メートルの地

点

１５点は、１４点から真北１２１度５０分２７秒８．９５メートルの地

点

１６点は、１５点から真北１３０度１２分０１秒１８．６４メートルの

地点

１７点は、１６点から真北１３０度０８分３５秒５．０５メートルの地

点

１８点は、１７点から真北７９度４５分５６秒６．４５メートルの地点

� 施行区域�
次の１９点から１３０点までを順次直線で結んだ線及び１３０

点と１９点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点１（西予市明浜町俵津３番耕地１６９番１地先の道（国

道３７８号）に設置した金属鋲）は、北緯３３度１９分２９秒、東

経１３２度２９分２２秒の地点

１９点は、基点１から真北１６０度２６分０９秒９８．３７メートル

の地点

２０点は、１９点から真北２８度３４分３７秒１０．３８メートルの地

点

２１点は、２０点から真北２１度５９分５５秒４．８７メートルの地点

２２点は、２１点から真北６度０９分０５秒４．７７メートルの地点

２３点は、２２点から真北３４９度３７分５２秒３．５４メートルの地

点

２４点は、２３点から真北３３６度５６分３３秒１６．６８メートルの

地点

２５点は、２４点から真北３５２度３７分０３秒１７．７８メートルの

地点

２６点は、２５点から真北１２度２３分５４秒１１．００メートルの地

点

２７点は、２６点から真北３３度１３分１７秒１０．６０メートルの地

点

２８点は、２７点から真北４３度３６分２９秒１０．４５メートルの地

点

２９点は、２８点から真北３８度３２分１８秒５．３７メートルの地点

３０点は、２９点から真北２５度１６分４４秒４．０２メートルの地点

３１点は、３０点から真北１１度３６分２５秒８．６５メートルの地点

３２点は、３１点から真北９度３７分５８秒１４．８８メートルの地

点

３３点は、３２点から真北３００度３２分２５秒０．７５メートルの地

点

３４点は、３３点から真北２６度５７分５６秒８．８０メートルの地点

３５点は、３４点から真北３７度５８分４４秒１２．３３メートルの地

点

３６点は、３５点から真北４７度１０分４５秒２１．８５メートルの地

点

３７点は、３６点から真北４１度４７分５８秒１１．３９メートルの地

点

３８点は、３７点から真北１３１度５９分４８秒４．２０メートルの地

点

３９点は、３８点から真北４６度５８分２１秒８．０７メートルの地点

４０点は、３９点から真北４３度２４分０２秒１１．５２メートルの地

点

４１点は、４０点から真北３４度２３分２４秒４．８５メートルの地点

４２点は、４１点から真北３１６度４８分３２秒２５．９２メートルの

地点

４３点は、４２点から真北３８度５３分２２秒３．０５メートルの地点

４４点は、４３点から真北１３５度２１分５９秒２５．２９メートルの

地点

４５点は、４４点から真北５２度４９分２４秒１３．５９メートルの地

点

４６点は、４５点から真北１１度４７分５５秒１．１３メートルの地点

４７点は、４６点から真北６５度３７分１１秒１７．８８メートルの地
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点

４８点は、４７点から真北７７度４８分２７秒１９．９９メートルの地

点

４９点は、４８点から真北７９度１０分５６秒３０．０４メートルの地

点

５０点は、４９点から真北４度１５分２５秒４．８２メートルの地点

５１点は、５０点から真北１００度４２分３８秒２．９９メートルの地

点

５２点は、５１点から真北１７２度１８分１５秒３．４０メートルの地

点

５３点は、５２点から真北７８度０３分１９秒１３．５９メートルの地

点

５４点は、５３点から真北８４度５０分４７秒１２．７５メートルの地

点

５５点は、５４点から真北３５３度１３分４４秒１５．４７メートルの

地点

５６点は、５５点から真北８８度３１分３７秒２．４３メートルの地点

５７点は、５６点から真北１７３度１８分１６秒７．３６メートルの地

点

５８点は、５７点から真北１６５度５０分０８秒７．７３メートルの地

点

５９点は、５８点から真北１４８度２３分５８秒１．５７メートルの地

点

６０点は、５９点から真北７０度１５分０３秒８．３９メートルの地点

６１点は、６０点から真北７６度２８分５７秒８．８６メートルの地点

６２点は、６１点から真北７４度２３分２９秒１８．６０メートルの地

点

６３点は、６２点から真北１６３度３６分４７秒１．１２メートルの地

点

６４点は、６３点から真北７７度３６分２５秒１４．６４メートルの地

点

６５点は、６４点から真北８５度５８分０７秒７．７２メートルの地点

６６点は、６５点から真北８５度５２分３７秒４．９０メートルの地点

６７点は、６６点から真北８６度４８分３１秒２．４３メートルの地点

６８点は、６７点から真北７０度４２分３９秒２．５３メートルの地点

６９点は、６８点から真北８８度０６分１５秒５．９３メートルの地点

７０点は、６９点から真北９７度２４分３９秒８．５０メートルの地点

７１点は、７０点から真北１１０度３０分５４秒１３．９０メートルの

地点

７２点は、７１点から真北１９０度５３分０７秒１１．６７メートルの

地点

７３点は、７２点から真北１０２度１５分０６秒２０．０５メートルの

地点

７４点は、７３点から真北１２７度４４分４９秒１２．１６メートルの

地点

７５点は、７４点から真北３９度１８分０２秒９．３６メートルの地点

７６点は、７５点から真北１１９度１６分５９秒０．７８メートルの地

点

７７点は、７６点から真北２７度２７分４４秒２．０７メートルの地点

７８点は、７７点から真北１４６度３２分３３秒２．６５メートルの地

点

７９点は、７８点から真北１２１度２０分００秒１７．７５メートルの

地点

８０点は、７９点から真北１２２度０９分２６秒１１．８６メートルの

地点

８１点は、８０点から真北４０度３５分２０秒２．８６メートルの地点

８２点は、８１点から真北１２９度５８分２９秒５．０４メートルの地

点

８３点は、８２点から真北２２０度３８分２７秒２．０２メートルの地

点

８４点は、８３点から真北１３６度３７分３６秒１０．８２メートルの

地点

８５点は、８４点から真北１３６度５５分４０秒９．３０メートルの地

点

８６点は、８５点から真北１４９度１７分１０秒９．４６メートルの地

点

８７点は、８６点から真北１５５度２３分０９秒７．９９メートルの地

点

８８点は、８７点から真北１６７度２５分１２秒９．２０メートルの地

点

８９点は、８８点から真北１９１度５３分２７秒３．１９メートルの地

点

９０点は、８９点から真北１８４度２４分２５秒２１．０１メートルの

地点

９１点は、９０点から真北１８５度４６分５３秒１１．８２メートルの

地点

９２点は、９１点から真北１９８度５０分１９秒１９．８７メートルの

地点

９３点は、９２点から真北２０１度００分１６秒１０．７５メートルの

地点

９４点は、９３点から真北１９４度３７分３５秒３．７２メートルの地

点

９５点は、９４点から真北２２７度３９分２７秒１．６８メートルの地

点

９６点は、９５点から真北１８９度１６分０８秒１５．６４メートルの

地点

９７点は、９６点から真北１９２度１６分１２秒５．１１メートルの地

点

９８点は、９７点から真北２３９度４５分３９秒２．６６メートルの地

点

９９点は、９８点から真北２０８度１１分２９秒２．６５メートルの地

点

１００点は、９９点から真北１７５度５７分５３秒１０．５０メートル

の地点

１０１点は、１００点から真北１７８度５４分５４秒１０．３３メート

ルの地点

１０２点は、１０１点から真北１６８度３２分１５秒１８．１０メート

ルの地点

１０３点は、１０２点から真北２５７度０６分０３秒２．２１メートル

の地点

１０４点は、１０３点から真北１６９度５６分２２秒１２．４０メート

ルの地点

１０５点は、１０４点から真北１６８度４９分４７秒９．６５メートル

の地点

１０６点は、１０５点から真北１５０度４３分０２秒８．３４メートル

の地点
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１０７点は、１０６点から真北１４４度０３分４４秒１０．３７メート

ルの地点

１０８点は、１０７点から真北１４１度４７分２６秒７．１２メートル

の地点

１０９点は、１０８点から真北１３７度０７分５２秒５．２７メートル

の地点

１１０点は、１０９点から真北１３４度４５分０５秒６．０６メートル

の地点

１１１点は、１１０点から真北１２０度４５分０７秒１１．５１メート

ルの地点

１１２点は、１１１点から真北１１５度０２分３６秒１１．６１メート

ルの地点

１１３点は、１１２点から真北１１３度００分３９秒１０．１０メート

ルの地点

１１４点は、１１３点から真北１０８度２４分２０秒２０．１３メート

ルの地点

１１５点は、１１４点から真北２０度２１分１１秒１２．３６メートル

の地点

１１６点は、１１５点から真北１１１度１１分５３秒５．２４メートル

の地点

１１７点は、１１６点から真北１９７度４３分０６秒４．３７メートル

の地点

１１８点は、１１７点から真北１１１度２９分４９秒０．３９メートル

の地点

１１９点は、１１８点から真北１８７度３４分００秒６．９４メートル

の地点

１２０点は、１１９点から真北２８７度２７分２５秒０．８５メートル

の地点

１２１点は、１２０点から真北１８７度５３分１２秒５．９０メートル

の地点

１２２点は、１２１点から真北１０７度０５分５５秒４１．３２メート

ルの地点

１２３点は、１２２点から真北１９８度２９分４７秒８９．３２メート

ルの地点

１２４点は、１２３点から真北２５０度４８分３７秒３９．２９メート

ルの地点

１２５点は、１２４点から真北２９０度４０分５９秒１０９．２０メート

ルの地点

１２６点は、１２５点から真北３２１度３２分２７秒１１５．５８メート

ルの地点

１２７点は、１２６点から真北２度２６分４７秒１７９．２２メートル

の地点

１２８点は、１２７点から真北２５４度２３分３４秒１２３．７４メート

ルの地点

１２９点は、１２８点から真北２２０度３７分３９秒１０３．１８メート

ルの地点

１３０点は、１２９点から真北２２３度２２分２３秒４０．６４メート

ルの地点

ウ 面積

施行区域� ５，９０９．６４平方メートル

施行区域� ７７，４６１．３３平方メートル

合 計 ８３，３７０．９７平方メートル

３ 埋立地の用途

緑地 約２，５７０平方メートル

水路用地 約１，４６０平方メートル

道路用地 約 ２１０平方メートル

公務施設用地 約 ３６０平方メートル

業務施設用地 約１，３５０平方メートル

護岸用地 約 ７００平方メートル

養殖用作業施設用地 約１，２００平方メートル

けい船護岸用地 約 ６０平方メートル

４ 出願年月日

平成１８年１２月２７日

�������
�愛媛県告示第６８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１６条及び愛媛県都市計画

公聴会規則（昭和４５年愛媛県規則第１号）第２条の規定により、次

のとおり公聴会を開催する。

平成１９年１月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 日時 平成１９年１月３０日（火）午後２時から

２ 場所 八幡浜市北浜１丁目３－３７

八幡浜地方局７階中会議室

３ 公聴会の案件及びその概要

� 案件

八幡浜都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の

案について

� 案件の概要

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マ

スタープラン）は、一体の都市として整備、開発及び保全すべ

き区域として定められる都市計画区域全域を対象として、愛媛

県が広域的な見地から、長期的視点に立った都市の将来像を明

確にし、その実現に向けた大きな道筋を明らかにするため、区

域区分の有無をはじめとした都市計画の基本的な方針を定めた

ものである。

４ 公述の申出等

� 公述の申出

公聴会に出席して意見を述べようとする者（当該都市計画区

域内の市の住民及び利害関係者に限る）は、意見の要旨及びそ

の理由並びに住所氏名を記載した書面を知事に提出すること。

� 申出の期限

平成１９年１月２４日（水）まで

なお、申出の期限までに公述の申出がない場合は、公聴会の

開催を中止する。

� 問い合わせ先

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県土木部道路都市局都市計画課

（電話 ０８９―９１２―２７３８）

�������
�愛媛県告示第６９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び松前町役場において告示の日から２週間公衆の縦覧に

供する。
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公 告

公営企業告示

監 査 公 表

平成１９年１月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

松山広域都市計画区域区分

２ 都市計画を定める土地の区域

� 次の区域内に存する市街化調整区域を市街化区域に変更する。

伊予郡松前町大字筒井及び大字東古泉の各一部

� 次の区域内に存する市街化区域を市街化調整区域に変更する。

なし

�������
�愛媛県告示第７０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、四国中央都市計画用途地域、

都市計画準防火地域、都市計画駐車場整備地区、都市計画駐車場、

都市計画公園、都市計画広場、都市計画墓園、都市計画下水道、都

市計画ごみ焼却場、都市計画汚物処理場及び都市計画火葬場の変更

に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供す

る。

平成１９年１月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１９年１月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県公営企業告示第１号
次のとおり落札者を決定した。

平成１９年１月１６日

愛媛県公営企業管理者 和 氣 政 次

�公表第５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３８第６項の規定により、措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成１９年１月１６日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 玉 井 実 雄

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１８年１２月２８日 特定非営利活動法人
段畑を守ろう会 山 下 良 征 宇和島市遊子３６２５番地 この法人は、宇和島市遊子地域に残されている

段々畑を保存し、後世に引き継いでいくための
活動を行うとともに、地域の資源を活用した産
品に関する事業を行うことにより、地域の活性
化に寄与することを目的とする。

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

診断用Ｘ線撮影装置 三式
（県立中央病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１８年１２月２５日
株式会社島津製作所四
国支店
香川県高松市番町一丁
目６番１号

３２，８６５，０００円 一般競争入札 平成１８年１１月１４日

デジタルＸ線テレビシステム 一式
（県立中央病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１８年１２月２５日
東芝メディカルシステ
ムズ株式会社愛媛支店
愛媛県松山市三番町六
丁目８番１号

２１，５２５，０００円 一般競争入札 平成１８年１１月１４日

体外衝撃波結石破砕システム 一式
（県立今治病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１８年１２月２５日
株式会社エヒメ医療器
愛媛県松山市立花六丁
目１番１号

４７，４６０，０００円 一般競争入札 平成１８年１１月１４日

生体情報モニタリングシステム 一
式
（県立新居浜病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１８年１２月２５日
株式会社カワニシ松山
支店
愛媛県伊予郡砥部町重
光２４１番地３

２９，９２５，０００円 一般競争入札 平成１８年１１月１４日
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同 竹 田 祥 一

同 白 石 友 一

選定した特定の事件 愛媛県の財産の管理状況について

監査の結果に関する報告提出年月日 平成１８年３月２０日

監 査 対 象 機 関 教育委員会事務局 文化スポーツ部 文化振興課

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

平成７年に制定された「愛媛県美術品等取得基金条例」に基づき８年５月

に基金積立３０億円がなされ、以後基金を運用して美術品取得をしてきた。

８年から１０年までの取得で２，９８４，９２６，５００円を美術品購入に充て、現金残

高が１５，０７３，５００円となったが、一般会計で美術館の美術品を購入することに

より、この基金における現金を増やした上で、さらにその後６０９，２６７，８５０円

の美術品を取得しており、現在の処理方法では、美術品取得が一般会計から

実質上行われていることになる。

条例の趣旨からすると、当初設定された基金３０億円では足りないというの

であるならば、基金のアップを明示して申請し、予算化をした上で当該基金

の範囲内で美術品を取得するというのが本来のあり方である。

基金の運用にあたっては、条例の趣旨に基づき、必要に応じて基金の追加

積立てを検討するなど適切に対応したい。

監 査 対 象 機 関 美術館

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容

現在の愛媛県美術館は平成１０年に設置されたもので平成１７年３月末現在、

１０，６３８点の収蔵作品がある。このうち約１，８００点は昭和４５年に開館した愛媛

県立美術館の廃止に伴い引き継いだものである。

作品の現物とこれを個別に管理する管理台帳を照合したが、愛媛県立美術

館時代の旧の台帳と愛媛県美術館となった後の新の台帳があり、新の台帳で

は現物の写真をポジフィルムでとって台帳に貼付けることとなっているが、

１０，０００円／点の費用がかかることもあり、未整備のものが見受けられた。

１０，０００円／点の費用をかけて写真をとり台帳を整備するのでなく、市販の

安価なカメラでもよいので少なくとも写真をとり、作品が特定できるように、

又新しい記載事項のある台帳が整備されるようにしておく必要がある。

デジタルカメラ等で写真を撮影し、台帳整備を進めている。

平成１９年１月１６日 発行
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